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 １．養老町の汚水処理施設の現状  

下水道や合併処理浄化槽など、家庭や事業所から排出される汚水を処理する施設のこ

とを「汚水処理施設」と呼びます。この汚水処理施設の普及状況を表すのが「汚水処理

人口普及率」です。養老町は平成２７年度末現在５３．７％で、県内平均９１．０％、

全国平均８９．９％の中、低い数値となっています。これは、環境に与える影響の大き

い単独処理浄化槽や汲取り便所の利用割合が、まだまだ高い状況にあることを示してい

ます。 

 

 ２．これまでの経緯及び整備計画  

 本町の下水道基本構想は、平成２年に「養老町下水道整備構想エリアマップ」として

策定しました。同エリアマップにおいて、中部処理区、北部処理区、西部処理区、南部

処理区の４処理区を選定し、事業種別の設定を行いました。平成６年には、岐阜県の全

県域下水道化構想が策定され、中部処理区が公共下水道、北部処理区及び西部処理区が

特定環境保全公共下水道、南部処理区が細分化され農業集落排水として位置付けられま

した。その後、平成１４年に一部見直しを行い（養老公園地区を西部処理区から中部処

理区に変更）、養老町下水道基本構想（以下、「前回構想」という。）を策定しました。 

 前回構想時点の整備計画図面を「基礎調査図」に示します。町内のほとんどが集合処

理（複数戸からの汚水を下水道管で集め、処理施設で集約的に処理すること）で整備す

る計画となっています。 
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 ３．平成２７年度末現在の整備状況と構想の見直し  

公共下水道の中部処理区については、平成５年に事業に着手、平成１２年７月に一部

供用開始し、養老・高田地区の一部を整備しました。農業集落排水の上多度処理区につ

いては、平成１１年に事業に着手、平成１４年に整備が完了し、同年１１月に供用開始

しました。また、大場平東地区において、コミュニティ・プラントを平成２１年４月に

供用開始しました。 

 しかし、町の財政面の問題、処理場の用地問題等から下水道等の整備は休止状態とな

っています。前回構想の見直しから約１５年が経過したこともあり、汚水処理施設の効

率的な普及を目的とし、人口減少等の社会情勢の変化や、町の財政状況を踏まえた構想

への見直しが必要となりました。 

 

 ４．養老町汚水処理施設整備構想とは  

 そのような中、岐阜県では全県域下水道化構想（平成５年）を見直し、岐阜県汚水処

理施設整備構想（以下、「県構想」という。）を策定することとなりました。養老町汚水

処理施設整備構想（以下、「構想」という。）は、各市町村の汚水処理施設の整備構想と

して、県構想に反映されるものです。構想の策定は「各種汚水処理施設の効率的な整備

を進め、汚水処理施設未普及地域の早期解消を図るとともに、効率的な改築・更新及び

運営管理手法を構築すること」を目的とし、「岐阜県汚水処理施設整備構想（仮称）市

町村作業マニュアル（平成２８年７月、岐阜県）」（以下、「県マニュアル」という。）の

考え方に沿って行います。 

 

 ５．検討単位区域の設定  

 まず、未整備区域を検討単位区域に分けます。前回構想策定時から団地開発等の大き

な変化はないため、前回構想の単位区域を基本として設定しました。なお、中部処理区

の未整備区域については、区域が離れているため、中部（三神町）と中部（烏江）の２

つに分割しました。 

 図面を「検討単位区域図」に示します。カラー着色部分が整備済み区域、黒枠無着色

部分が検討単位区域（全８区域）です。 
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 ６．事業費による集合処理・個別処理の判定  

① 経済性を基にした集合処理・個別処理の判定 

  検討単位区域について、県マニュアルの費用関数を用いて、経済性を基に、集合処

理が有利か、個別処理（合併処理浄化槽）が有利かの判定を行います。判定結果は下

表のとおりとなりました。 

 

 ② 処理区域の接続検討 

  中部（三神町）、中部（烏江）は、前回構想では「中部処理区に接続して集合処理」

となっていました。中部処理区への接続検討結果は、下表のとおりとなりました。 

 

 ③ 事業費による判定結果のまとめ 

  事業費による判定結果は、下表のとおりとなりました。 
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 ７．経営収支による集合処理・個別処理の判定  

事業費による判定結果が「集合処理」となった検討単位区域について、経営収支を算

定します。経営収支結果がマイナスの場合、集合処理として整備した投資額は回収でき

ません。算定結果は下表のとおり、すべての検討単位区域の経営収支がマイナスで、集

合処理は不適当であるという結果となりました。 

 

 

 ８．検討単位区域の集合処理・個別処理の最終判定  

 検討単位区域の集合処理・個別処理の最終判定結果は、下表のとおりすべての区域が

個別処理（合併処理浄化槽）となりました。 
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 ９．養老町汚水処理施設整備構想  

 ① 今後の方針 

  新たな下水道等の整備は行わず、補助金の拡充や広報活動等の実施により、高度処

理型合併処理浄化槽の設置を促進します。 

 ② 中期計画（目標年次：平成３７年度末） 

  今後の方針に基づき、高度処理型合併処理浄化槽の設置を促進します。これにより、

平成３７年度末時点での汚水処理人口普及率を７１％とすることを目標とします。 

 ③ 長期目標（目標年次：平成４７年度末） 

  中期計画目標年次以降についても、同様の方針に基づき、高度処理型合併処理浄化

槽の設置を促進します。これにより、平成４７年度末時点での汚水処理人口普及率を

９０％とし、汚水処理施設が概成することを目標とします。 

  

今後の整備計画は、下表のとおりです。 

 

 図面を「養老町汚水処理施設整備構想 構想図」に示します。茶色と無着色の部分が

合併処理浄化槽の区域です。なお、茶色部分は、事業費による判定では集合処理が有利

であったが、経営収支結果がマイナスのため個別処理（合併処理浄化槽）と判定された

区域です。 
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